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第Ⅰ章 研究会再開の経緯 
 
第１節 第三次モデル（現行）成立までの経緯 
 
 現行接続制度では、各都道府県において加入者回線総数の２分の１を超える

規模の固定伝送路設備及びこれと一体として設置される概ね都道府県内の電気

通信設備を「第一種指定電気通信設備」として規定し、当該設備を設置する事

業者（現状ではＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が該当）に対して、当該設備と

の接続に関する会計の整理や約款の作成等を義務付けている。これは、当該設

備との接続が他事業者の事業展開上不可欠であり、また、利用者の利便性の確

保という観点からも当該設備の利用が確保されることが不可欠であるという理

由によるものである。 
 
 第一種指定電気通信設備の接続料は、１９９８年度以降、第一種指定電気通

信設備接続会計規則の規定に基づいて整理された第一種指定電気通信設備の管

理運営において実際に要した費用に基づいた原価により算定していた（実際費

用方式）。しかし、２０００年５月に「電気通信事業法の一部を改正する法律」

が成立し、指定加入者交換機等一部の第一種指定電気通信設備に係る接続料原

価算定方法を、実際費用方式から長期増分費用による算定方式（長期増分費用

方式）に変更する制度改正がなされた。この長期増分費用を算定する場合に用

いられるものが「長期増分費用モデル」と言われる技術モデルである。 
 
我が国における長期増分費用モデル構築への取組みは、接続料算定方式の制

度改正に先立ち、９６年１２月の電気通信審議会答申「接続の基本的ルールの

在り方について」において、外国モデルの内容解析やモデルの構築等の長期増

分費用方式に関する検討を行う必要性が提言され、モデルの構築を目的として

「長期増分費用モデル研究会」（第一次研究会）が９７年３月に設置されたこと

に端を発する。同研究会は９９年９月に、米国モデルを参考としつつも、日本

の法令制度及び地理的条件等を加味した日本独自の長期増分費用モデル（第一

次モデル）を完成させた。同モデルは、郵政省（当時）により、料金算定への

適用の適否について、電気通信審議会（現在の情報通信審議会）へ諮問され、

００年２月９日に電気通信審議会答申「接続料算定の在り方について」として

取りまとめられ、００年度の接続料算定から用いられるところとなった（端末

回線コストを除く）。なお、同答申は、第一次モデルについての検討課題を数点



 2

指摘し、これは第二次モデル策定の契機ともなっている。 

 

００年９月に、郵政省（当時）によって「長期増分費用モデル研究会」（第二

次研究会）が立ち上げられた。同研究会は、より適切に接続料原価を算定でき

るよう、電気通信審議会をはじめとした各界から指摘された見直し事項の検討

を行うほか、広く一般からも公募された見直し検討事項を基に、第一次モデル

を全面的に見直すこと及びユニバーサルサービス対象コスト（総コスト）を具

体的に算定できるようにすることを目的としており、０２年３月に長期増分費

用モデル（第二次モデル）を完成させた。 

 

第二次モデルの評価と見直しを踏まえた接続料算定の在り方について総務省

から諮問された情報通信審議会は、０２年９月１３日に「長期増分費用モデル

の見直しを踏まえた接続料算定の在り方について」と題する答申をとりまとめ、

若干の入力値の入れ替え等を行った上で、同モデルを０３年度及び０４年度の

接続料算定に用いることが妥当とした。一方、同答申において、情報通信審議

会は「現在 NTT 東日本及び NTT 西日本においては既存ネットワークの新規投資

を抑制している状況にあり、安定的な設備更新を前提とするモデルの前提条件

と現実が必ずしも一致しなくなることが予想される」との認識を示し、例えば

「ネットワークを構成する多くの設備の減価償却が終了しているような場合」

や「新たな設備への新規投資が制限・抑制されるような場合」には「モデル算

定値が実際費用との比較対象としての有効性に疑問が生じることとなる」と指

摘し、同時に「トラヒック等の入力値の扱いにもよるが、０４年度接続料は、

実際費用による算定値がモデルによる算定値を下回る可能性がある」との認識

も示した。 

 

その後、トラヒックの減少が著しい等の現状が明確になったため、０３年度、

０４年度の接続料算定に係る接続料規則改正に係る諮問を受けた情報通信審議

会は、０３年３月２８日答申において、「平成 17 年度以降の接続料の算定方法

については、トラヒックの減少及び新規投資の抑制等の大きな環境変化を前提

とした方法を検討すること」等を総務省に要請することとなった。 

 

この要請を受け、０５年度以降の接続料の算定に使用可能なモデルを構築す

べく、本研究会は０３年９月に再開され、０４年４月に報告書が取りまとめら

れた。このモデルの見直しについては、データ系サービスとの設備共用の反映

するロジックの追加や新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の見直しを行い、
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第三次モデル（現行）として改修を行なった。また、このモデルを基に０５年

１０月にユニバーサルサービス制度に係る対象コストの算出ロジックを追加す

る改修を行ない、現在の長期増分費用モデルが整備されたのである。 
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第２節 研究会再開の経緯 

 

第三次モデル（現行）は、「平成 17 年度以降の接続料算定の在り方について」

（２００４年１０月１９日、情報通信審議会答申）により、０５年度から０７

年度の 3 年間、接続料の算定に用いることが決定されたが、あわせて、ＮＴＳ

（Non Traffic Sensitive）1コストを５カ年（０５年度～０９年度）にかけて、

接続料原価から基本料の費用に段階的に付け替えることとされた。 

 

その後、０５年１０月から０６年９月にかけて開催された、「ＩＰ化の進展に

対応した競争ルールの在り方に関する懇談会」（以下「ＩＰ競争ルール懇」とい

う。）において、電気通信市場全般にわたって、競争政策上の論点が検討された。 

一方、０６年７月、政府は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０

０６」（いわゆる「骨太方針」）を閣議決定し、これを受け総務省は、通信・放

送分野の改革を進めるための具体的な工程表の策定に着手し、同年９月１日「通

信・放送分野の改革に関する工程プログラム」を公表した。この工程プログラ

ムでは、固定電話に係る接続料の算定ルールの見直しをはじめとする公正競争

ルールの整備等について、「ＩＰ競争ルール懇」報告書を踏まえて検討し、結論

が得られたものから順次実施することとなった。 

本懇談会の報告を受け、同年９月１９日、総務省は「新競争促進プログラム

２０１０」を公表した。その中で、固定電話の接続料の算定方法の見直しにつ

いて、「固定電話の接続料に係る今後の算定方法（現行ルールは０５～０７年度

の３年間適用）については、長期増分費用モデル研究会における検討結果を踏

まえ、情報通信審議会の審議を経て、０７年中に結論を得る。その際、０８～

０９年度の接続料算定の在り方について具体的な結論を得るとともに、２０１

０年度以降の接続料算定の在り方に係る基本的な方向性についても検討を行い、

一定の結論を得る。」とされた。 

 

この「新競争促進プログラム２０１０」を踏まえ、０６年１０月２４日「長

期増分費用モデル研究会」を再開し、第三次モデル（現行）の見直しに着手す

ることとなった。構成員は、前回のモデル見直し（第三次研究会）のメンバー

と同じとし、前回同様、第二次モデルを全面的に見直すのではなく、新規投資

抑制やＩＰ化の進展といった環境変化をモデルに織り込む手法に絞って検討を

行うこととした。

                                                  
1 通信量に依存しない費用。一般的には加入者回線にかかる費用を指す。 
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第３節 固定電話の利用の減少とブロードバンド等への移行 

 

本節では近年のトラヒックの傾向及び固定電話設備への新規投資の傾向につ

いて述べる。 

 

１ ＰＳＴＮトラヒックの動向 

 

 近年、携帯電話やインターネット等の普及に代表されるように、通信サービ

スの多様化が進み、加入電話の利用が減少している。 

図 1-3-1 に示すように、００年度以降、通信回数・通信時間ともに携帯電話

からの発信では増加傾向が見られるのに対し、固定電話からの発信ではどちら

も減少傾向が見られ、携帯電話の普及に伴う固定電話から携帯電話へのシフト

が進んできている。また、ブロードバンドの普及により、ダイヤルアップでの

インターネット接続が減少している。携帯電話及びブロードバンドの普及は、

固定電話からの通信回数及び通信時間がともに減少している原因の一つとして

あげられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-1 発信端末別通信量の推移 
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IP電話発通信時間 172 

PHS発通信時間 99 110 115 154 225 153 

携帯発通信時間 1,036 1,343 1,516 1,598 1,659 1,672 

固定発通信時間 5,016 5,573 4,935 3,995 3,314 2,675 
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 また、NTT 東西の交換機を経由するトラヒックについては、前回の見直しの時

点では、通信回数については００年度まで安定的に推移した後、０１年度及び

０２年度ともに約７％の減少を示した。また、通信時間については００年度に

ピークを記録した後、０１年度及び０２年度にそれぞれ約１０％、約１８％の

減少を示しており、前回のモデル見直し時点で、トラヒックの減少傾向が今後

継続するとの見通しを示したところであった。 

図 1-3-2 ではその後の０３年度から０５年度の状況を示しているが、通信回

数で約７％減、通信時間で約１３％～１６％の減（ともにＧＣ経由トラヒック）

と前回とほぼ同様の減少傾向を継続しているといえる。 

 

 
注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-2 ＮＴＴ東西の交換機を経由する主要な通信量の推移 

 

 

 一方、図 1-3-3 では０１年度以降のＮＴＴ東西の加入電話・ＩＳＤＮの契約

数の推移を示した。０４年度までは約１～２％程度の減少で推移しているもの

の、０５年度は前年度と比較して約７％減少しており、０６年度もほぼ同水準

の減少が見込まれている。これは、前述のトラヒック減少の主な原因が、加入

                                                  
注 http://www.ntt-east.co.jp/info-st/network/gcic.html 
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数の減少によるものにシフトしつつあることを示していると考えられる。 

 

 
注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-3  ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の加入電話・ＩＳＤＮ契約数合計の推移 

 

                                                  
注 http://www.ntt-east.co.jp/info-st/subs/ekimu/h17/index.html 
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２ ブロードバンドの動向 

 

図 1-3-4 は、９９年度以降のブロードバンドサービスの契約数の推移を示し

たものである。０１年度以降のＤＳＬ接続の普及により、それまで音声トラヒ

ックの増加の要因であったインターネットへのダイヤルアップ接続を急速に代

替したことや、加入者系交換機を経由しない方式であるＩＰ電話が登場したこ

と、音声トラヒックを減少させる主要な要因の一つと考えられる。 

今後の見通しとしては、ＩＰ電話へのシフトについては、ＰＳＴＮよりも比

較的安い通話料であり、ＤＳＬやＣＡＴＶ、光ファイバ（ＦＴＴＨ）等による

ブロードバンドサービスとあわせて提供されることなどから、引き続きＰＳＴ

Ｎトラヒックを減少させる影響を与えることが予想される。 

このようにブロードバンドインターネットの普及により、将来的にＰＳＴＮ

のトラヒックは減少することが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-4 ブロードバンドインターネットの普及 
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FTTHの契約数が
ケーブルインター
ネットを逆転！

出典：「ブロードバンドサービス等の契約数（平成１８年６月末）」（総務省）
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一方、図 1-3-5 に示すとおり、０４年度以降の新たな状況変化としてドライ

カッパ電話の普及があげられる。それまでは、ＤＳＬのほとんどが電話重畳さ

れていたため、加入者回線設備としては加入電話と同じ設備を用いて提供され

ていたことから、加入電話の加入数に与える影響は限定的であった。しかし、

ドライカッパ電話は、光ファイバと同様に加入電話の加入数に与える影響が大

きいため、ＰＳＴＮのトラヒックの減少傾向を考える上で今後の普及動向が注

目される。また、第Ⅱ章で詳しく検討を行うが、ＰＳＴＮのコスト算定の上で、

加入電話とドライカッパ電話の間で加入者回線設備の設備共用を適切に反映す

る必要が生じているものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-5 ドライカッパ電話の契約数の推移 
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３ ＮＴＴ東西の固定電話設備への新規投資の推移 

 

 ＮＴＴ東西の設備投資額の推移は図1-3-6のとおりである。ＮＴＴ再編以降、

００年より音声伝送役務に係る設備投資が減少を開始し、近年では約５０００

億円程度でほぼ横ばいの推移をしている。 

国内の電子交換機生産額の推移を見ても、０１年、０２年にはきわめて大き

な落ち込みが見られ、その後同様に低位で横ばいの推移をしている。また、０

２年度以降の局用交換機生産高は００年度以前と比較して約３分の１の水準と

なっている。（図 1-3-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-6 ＮＴＴ東西の設備投資額（認可計画ベース） 
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図 1-3-7 局用交換機生産高 
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第Ⅱ章 モデルの見直し 

 

第１節 検討事項及び進め方 
 

第Ⅰ章で述べた経緯の下、モデルを取り巻く状況の変化に対応可能なモデル

を構築するため、今次研究会における検討課題は以下の３点に絞ることとした。 

 

Ⅰ) ＰＳＴＮへの投資抑制等、実態を反映した見直し 

Ⅱ)  ＩＰ化の進展に対応した見直し 

Ⅲ) その他の状況変化に対応した見直し 

  

モデルの見直しにあたっては、第三次研究会と同様、研究会の指示を受けて

具体的なモデルの見直し作業を行うため、加入者回線モジュール、ネットワー

クモジュール及び局舎モジュールを担当する「設備ＷＧ」、費用モジュールを担

当する「費用ＷＧ」の２つのＷＧを設置した。 

 

その上でまず、ＷＧメンバーから具体的な見直し事項の提案を募集するとと

もに、研究会からの今回の見直しに当たって留意すべき事項を検討した結果、

上記の３つの検討課題に沿って、以下の具体的事項について検討することとな

った。 
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具体的な検討項目 概 要 

Ⅰ) ＰＳＴＮへの投資抑制等、実態を反映した見直し 

 １ 経済的耐用年数の見直し  

  ① 交換機ソフトウェア 交換機ソフトウェアの耐用年数は、法定耐用年数

（５年）が適用されているが、これを経済的耐用年

数を適用するように見直すことの提案。 

  ② 光ファイバ 光ファイバの耐用年数を、直近までの設備利用状

況を踏まえた見直しの提案。 

  ③ 新規投資抑制を考慮した経済

的耐用年数の補正 

前回の見直し（０４年４月）の際、交換機、メタ

ルケーブル、管路の経済的耐用年数の推計手法とし

て、投資抑制期間に応じてモデルの経済的耐用年数

を調整する手法が導入されたが、投資抑制が長期化

した場合にも適用できる推計方法の検討。 

 ２ 交換機設備の維持延命に伴う

コストの反映 

交換機設備の維持延命によりコスト低減を図る一

方で、設備の老朽化に伴う故障の増加や保守用物品

の製造打ち切りに対応するなど、維持延命に伴って

必要となるコストを反映する提案。 

Ⅱ)  ＩＰ化の進展に対応した見直し 

 １ データ系サービスとの設備共用

の反映 

前回の見直しの際、個人向けＩＰ接続サービス及

び法人向けＡＴＭサービスの設備共用を考慮したコ

スト配賦を行う手法が導入された。その後の市場変

化により、閉域網内に終始するサービスについても

設備共用を行うための手法の提案。 

 ２ ドライカッパ電話との設備共用

の反映 

ドライカッパ電話や光ファイバサービスの利用者

の増加により、加入電話の加入数が減少しているが、

加入者回線コストの算定の際、ドライカッパ電話の

設備との間の設備共用の反映を行うための手法の検

討。 

Ⅲ) その他の状況変化に対応した見直し 

 １ 新規架橋の反映 前回の見直し以降で、市町村合併等に伴うＭＡ集

約の状況や、離島に対し架橋があった場合にモデル

上で海底伝送路から陸上伝送路に変更する等による

モデルの最適化の提案。 
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なお、検討に際しては、第二次研究会で示された以下に示す全８項目の「基

本的事項についての考え方」を踏襲することとした。 

 

■ 基本的事項についての考え方 

 

 1 設備・技術に関する想定  
  
 外国モデルの考え方を踏まえ、モデルで提示されるネットワークは、現時

点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備や技術を採用するものとする。

これら設備・技術は実際の指定電気通信設備に使用されているものに限定せ

ず、信頼性のあるコスト把握が可能な範囲で、少なくとも内外有力事業者で

現に採用されている例が稀ではない設備・技術が検討対象となる。 
 
「ユニバーサルサービス改革に関するＦＣＣ規則」（1997年5月8日 FCC） 
・ 最低のコスト、最高の効率性を実現する現在利用可能な合理的な技術に

基づく。 
「長期増分コスト ボトムアップ・ネットワーク・モデル」（1996年6月 

OFTEL） 
・ 最新の同等な設備とは評価の対象となる設備と同様の機能を提供する最

もコストの低い設備である。これは最新の利用可能な、そして証明された

技術及び新規事業者が使用することが期待される設備を含む。技術が急速

に変化する世界において、ある種の設備については、最新の同等な設備は

incumbentが現在保有している設備と異なることは大いにあり得る。 
 
 

 2 客観的データの活用  
 
 基本的には国勢調査、事業所・企業統計調査等の公的、客観的なデータを

可能な限り採用する。また、事業者等の実績データに基づく検討が必要な場

合においても、特定の事業者やメーカーのデータのみに立脚することを可能

な限り避け、複数のデータを総合的に勘案する。 
 一方、投資額に関するモデルの入力値については、信頼性のある入手可能

な直近の再調達価額データを基に決定する。 
 
「ユニバーサルサービス改革に関するＦＣＣ規則」（1997年5月8日 FCC） 
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・ モデルは、設備や装置の再調達価額の精査に基づかなければならない。 
 
 

 3 関係法令との整合  
  
 モデルは、技術関係法令、接続関連法令等の現状の我が国の規制・政策と

整合性のとれたものとする。 
 例えば、モデルで想定するネットワーク構成は、事業用電気通信設備規則

の伝送路や予備機器の設置等に関する規定を踏まえたものとする。 
 
 

 4 外国モデルとの整合性・独自性  
  
 英国、米国等の諸外国モデルとの整合性を可能な限り確保すると同時に、

地理的条件等における我が国の独自性を適切に考慮する。 
 例えば、前述した利用可能な設備・技術等の基本概念、モデルの基本的な

構成等は外国モデルの考え方と整合性のとれたものとする。 
 その一方では、地形、需要分布、災害対策の必要性等我が国の独自性を考

慮する。 
 
 

 5 算定条件の中立性  
  
 現行モデルは、仮想的な事業者が現時点で利用可能な最も低廉で最も効率

的な設備と技術でネットワークを新たに構築した場合の費用額を算定する

ものである。したがって、モデルで想定するネットワークは、特定の事業者

の設備構成を前提とせず、合理的・一般的な仕様の機器を効率的に組み合わ

せたものとする。同様に、モデルで算定される保守コスト、共通コスト等に

ついても特定の事業者の実態にとらわれずに、上記のネットワークを管理運

営するのに一般的に必要な水準を念頭に置いている。 
 なお、設備の価格低下や技術進歩は時間の経過に伴って生じるものであり、

価格低下が起こる以前の特定の事業者の経営・投資判断の適・不適を評価す

ることは本モデルの目的ではない。同様に、ＩＰ化等の進展を踏まえた事業

者のネットワーク高度化や我が国の将来的な通信網高度化ビジョンの策定

等の評価もこのモデルの目的とするところではない。 
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 6 プライシングからの中立性  

 
 本研究会は、今後における長期増分費用方式を用いた接続料の算定方式等

の新たな制度の在り方の検討に資するため、技術モデルの構築とこれを用い

た費用算定を調査研究事項とするものであり、モデル値の適用領域や導入ス

ピードといった事項は検討対象外とする。 

即ち、モデルの作成に当たっては、個別のアンバンドル要素単位コストや

地域単位コストを具体的に算定する、いわゆるコスティング（費用把握方法）

を専ら目的とし、算定されたコストから実際の接続料をどのように導出する

かという、いわゆるプライシング（料金算出方法）の議論には立ち入らない

こととする。 
 
 

 7 透明性・公開性の確保  
 
透明性の確保の観点から、モデルにおける技術的な想定や具体的な算定方

法等の導出根拠は、事業者の経営上の機密に配慮した上で、可能な限り客観

的かつ明確に示し得るものとする。 

また、検討の過程において、作業の全体スケジュールに支障を生じないよ

う配慮しつつ、外部機関との情報交換、コメント招請等を行い、透明性・公

開性の確保に努めるものとする。 

 
 

 8 国が進めている政策との整合性への留意 
 
電線類地中化政策や加入者回線の光ファイバ化政策は、国の方針として

推進している政策であることから、現行モデルの見直しにおいては、可能

な範囲でこれらの政策との整合性に留意する。 
効率性の追求といったモデル構築の基本理念からは、これらの政策をモ

デルに反映することが困難な面もあるが、非効率性の排除といった長期増

分費用モデルの基本理念をも尊重しつつ、モデルで算定された結果と現実

の設備状況を比較し、国が進めている政策の目標値等との乖離が大きい場

合には、これらの政策との整合性確保につき再度検討を行うものとする。 
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第２節 ＰＳＴＮへの投資抑制等、実態を反映した見直し 

 

１ 経済的耐用年数の適正化 

 

（１） 交換機ソフトウェア 

 

① 概要 

 

第三次モデル（現行）では、交換機ソフトウェアの耐用年数には法定耐用年

数（５年）が適用されている。一方、交換機自体は経済的耐用年数が適用され

ていることから、交換機ソフトウェアの耐用年数についても経済的耐用年数を

適用するよう見直しを行う。 

検討手法は、交換機ソフトウェアの更新方法／更新周期（アップデート／バ

ージョンアップ）を確認し、使用実態に即した経済的耐用年数を推計する。 

 

② 論点 

 

１）交換機の耐用年数と同じ耐用年数とするべきか 

 

交換機ソフトウェアは、旧いソフトウェアを廃棄する性格のものではない

ことから、交換機ハードウェアと同じ耐用年数を入力値として採用すべきと

の提案がなされた。しかし、交換機ソフトウェアの機能は、交換機ハードウ

ェアの導入後、毎年、機能追加を行う性格のものでもあることから、交換機

ハードウェアと同じ経済的耐用年数とすることは合理的ではないと考えられ

る。 

 

2）交換機ソフトウェアの経済的耐用年数の具体的算定をどうすべきか 

 

交換機ソフトウェアは、その機能追加によって、９７年９月以降分から毎年

投資額として計上されている。これは、９７年９月にＮＴＴコムウェアが分社

化し、それ以前はソフトウェア改修が費用計上されていたのに対し、分社後は

投資額として計上されるようになったことによる。 

また、機能追加された後の交換機ソフトウェアは、アップグレードによって

旧ソフトウェアと機能追加分が一体化され、すべての交換機に一律にインスト

ールされることとなる。 
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このことから、各年度に投資された交換機ソフトウェアの機能追加分は、そ

の後も引き続き利用されていると考えられることから、その利用期間の平均値

（平均利用期間）を経済的耐用年数とすることが適当と考えられる。この際、

年度ごとに投資額が異なるという実態を勘案し、投資額をベースとした加重平

均値を採用することが適当と考えられる。 

 

なお、上記の手法には交換機ソフトウェアの除却という考え方がないことか

ら、平均利用期間を推計するための年数が一定以上長期化した場合、交換機ハ

ードウェアの経済的耐用年数を超えて延び続け、現実的でない推計がなされる

場合が想定される。そのため、交換機ソフトウェアの平均利用期間の推計にあ

たっては、推計を行う年度から交換機の経済的耐用年数分遡った年度までの間

の、交換機ソフトウェアの投資額データを用いることが適当と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-1 交換機ソフトウェアの平均利用期間の考え方 

 

③ 結論 

 

以上から、交換機ソフトウェアの経済的耐用年数は、以下の式で推計するこ

H21H20H13H12H11H10H9下期（注）

（注）ＮＴＴ東西は、平成9年度下期のＮＴＴコムウェアを分社化以降、
交換機ソフトウェアを投資額として計上している。

各年度ごとの
交換機ソフトウェア投資額

H9下期

H10

H11

H12

H13

H20

10.75年

10年

9年

8年

7年

0年

（H20時点の利用期間）

～

～

〜 〜

H21H20H13H12H11H10H9下期（注）

（注）ＮＴＴ東西は、平成9年度下期のＮＴＴコムウェアを分社化以降、
交換機ソフトウェアを投資額として計上している。

各年度ごとの
交換機ソフトウェア投資額

H9下期

H10

H11

H12

H13

H20

10.75年

10年

9年

8年

7年

0年

（H20時点の利用期間）

～

～

〜 〜
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ととする。 

( ) ( )25.99
10

−∗+−∗∑
=

NkN
N

k
k αα  

αkは、k年度の交換機ソフトウェア投資額の全体に占める比率 

Ｎは、経済的耐用年数を推計することとなる年度。 

 

 この結果、交換機ソフトウェアの耐用年数は、法定耐用年数の５年から、経

済的耐用年数の７．７年（０８年度）と試算される。 
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（２） 光ファイバ 

 

① 概要 

 

光ファイバの経済的耐用年数は、第二次研究会において推計が行われたが、

その後、経済的耐用年数の見直しが行われていなかった。そこで、今次モデル

の見直しにおいて、光ファイバの経済的耐用年数について、ＷＧメンバーから

提出された最新の設備利用状況等を踏まえ再推計する。 

 

② 論点 

 

１）経済的耐用年数の推計手法 

 

現行の長期増分費用モデルで採用されている経済的耐用年数の推計手法と

しては、増減法、修正増減法、撤去法の３つに概ね分類される。 

 

第一に、増減法2については、新規取得量が毎年度一定の場合に、適正な推

計が可能であること及び全ての設備が耐用年数満了前に撤去されないことを

前提としているが、光ファイバは、新規取得量が急速に拡大していることから、

増減法による推計には適さないものと考えられる。また、実際には耐用年数満

了前にも撤去されるものもあることから、年数が短く算定される傾向があるこ

とが指摘されている。 

 

第二に、修正増減法3については、新規取得量が急速に拡大しており、直近

の残存設備量に比べて撤去量が少ない場合、直近の取得量の撤去が過去の撤去

に比べて相対的に大きな影響を与えることから、非現実的な経済的耐用年数と

なる可能性がある。 
 

なお、今回も修正増減法による推計を試みたが、選択する確率分布関数によ

って推計結果に大きなばらつきがあり4、適切な確率分布関数を確定できなか

                                                  
2 最新の残存ストックを実現するために、各年度の新規取得数を過去に遡り、何年までの新規取
得数を累積すればよいかを算定し、これを当該設備が一回転する期間とみなし、経済的耐用年数

の推計値とするものであり、第一次モデルにおいて採用した推計方法。 
3 増減法に対し、各年度の新規取得のうち、経年的に撤去される数量に適当な確率分布関数を仮
定し、取得年度毎の最新年度の残存設備量を算定し、これらの合計が最新の残存ストックを実現

する確率分布の平均期間を算定する方法。 
4 実際の算出データにおいても採用関数によって大幅な違いが存在（10数年から 1350年までの
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ったことから、今回も採用を見送ることとした。 

 

第三に、撤去法5については、第二次研究会において、メタルケーブルの経

済的耐用年数の推計を行うために、米国で広く用いられているゴンペルツ関数

及びワイブル分布が残存関数として採用されている。 

 

本手法は、設備の撤去を推計するのに適した関数であり、経過年数別の撤去

率をベースに経済的耐用年数を推計するため、直近の新規取得量の急激な拡大

の影響が現れにくいことから、光ファイバの経済的耐用年数の推計に適すると

考えられる。 

 

２）具体的算定結果 

 

ゴンペルツ関数及びワイブル分布を用いて光ファイバの経済的耐用年数を

推計したところ、光ファイバ（架空）で１５．１年、光ファイバ（地下）で

２１．２年となった。 

 

③ 結論 

 

上記算定結果は、現行の経済的耐用年数がそれぞれ２０．３年、２５．９年

であるのに比べて、いずれも短くなる結果となった。しかしながら、第二次研

究会の時に比べて推計に必要なデータが充実したこと、また、いずれの関数6を

用いても推計値の差が少なく、決定係数が高く推計の精度が高いことから、経

済的耐用年数が適切に推計されているものと考えられるため、本算定結果を光

ファイバの経済的耐用年数とする。 

                                                                                                                                                  
ばらつきあり）している。 
5 経過年数別の撤去率をもとに確率分布関数を仮定して、平均使用年数を推計する方式。 
6 ゴンペルツ関数、ワイブル分布以外のものとして正規分布、指数関数、ロジスティック曲線等
がある。 
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（３） 新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の補正 

 

① 概要 

 

第三次研究会では、ＮＴＴ東西の設備投資抑制により減価償却費が減少して

いることに関し、経済的耐用年数が実質的に延長されている結果であると捉え、

修正増減法等で求める従来の経済的耐用年数の推計値を補正する手法として、

以下の計算方法を新たに導入した。 

 

投資抑制期間が（Ｎ）年の場合、抑制前の経済的耐用年数（Ｘ）を次の乗数

で補正する。 

Ｘ ／ （Ｘ － α＊Ｎ） 

ただし、αは以下の定義に基づき、ＮＴＴ東西の実績から経済的耐用年数区

分毎に求めることとする。 

α ＝ １ － （抑制後更改投資額）／（抑制前更改投資額） 

 

その後、投資抑制期間が長期化したため、一部の設備の経済的耐用年数の推

計値が、毎年の再推計ごとに、１年を超えて延長される場合が生じたこと、さ

らに一定の投資抑制期間を過ぎると、経済的耐用年数の推計値が実態と乖離す

る可能性があることなどが、０７年度接続料に係る入力値の検討の際に、研究

会において指摘された。そこで、以下のとおり、計算方法について再検討を行

った。 

 

② 論点 

 

１）投資抑制の長期化を踏まえた計算方法 

  

現行の計算方法では、補正後の経済的耐用年数が、投資抑制に対応する減価

償却費分の経済的耐用年数を超えて延長される場合がある。これは当初、新規

投資抑制が長期にわたり継続することを考慮していなかったためであり、これ

に対処するため、一定の経済的耐用年数に達した後は、過度の延長が行われな

いように上限を設ける必要があることが指摘された。 
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そこで、設備量全体が均衡している場合、投資抑制によって、除却量も抑制

されることから、設備全体の入れ替えが一巡する期間が延伸することを利用し

て経済的耐用年数を推計することが適当と考えられる。 

 

２）具体的な反映手法 

 

  具体的な経済的耐用年数の補正手法は、以下のとおりとする。 

経済的耐用年数 Ｘ0

更改投資と除却が拮抗し、設備量が定常状態
設備量

（１ーα１）年

i）投資抑制前

ii）投資抑制後（1年目）

経済的耐用年数 Ｘ１

設備量が維持されるため、投資抑制と除却抑制が均衡

設備量

（１ーα１）年

iii）投資抑制後（ｎ年目） ただし、投資抑制前の設備が全て除却されていない期間

経済的耐用年数 Ｘｎ

設備量が維持されるため、投資抑制と除却抑制が均衡

設備量

・・・・・・・・・・・・

（１ーαn-1）年

（１ーαn）年

・
・
・

（１ーα１）年

iv）投資抑制後（ｎ年目） ただし、投資抑制前の設備がNi年目で全て除却された後の期間

経済的耐用年数 Ｘｎ

設備量が維持されるため、投資抑制と除却抑制が均衡

設備量

・・・・・・・・・・

αn

・
・
・

αn-Ni
年

α１

α１ αn-1 αn

αNi αn-1 αnαｋ-1 αk

・・

αn-Ni

経済的耐用年数 Ｘ0

更改投資と除却が拮抗し、設備量が定常状態
設備量

（１ーα１）年

i）投資抑制前

ii）投資抑制後（1年目）

経済的耐用年数 Ｘ１

設備量が維持されるため、投資抑制と除却抑制が均衡

設備量

（１ーα１）年

iii）投資抑制後（ｎ年目） ただし、投資抑制前の設備が全て除却されていない期間

経済的耐用年数 Ｘｎ

設備量が維持されるため、投資抑制と除却抑制が均衡

設備量

・・・・・・・・・・・・

（１ーαn-1）年

（１ーαn）年

・
・
・

（１ーα１）年

iv）投資抑制後（ｎ年目） ただし、投資抑制前の設備がNi年目で全て除却された後の期間

経済的耐用年数 Ｘｎ

設備量が維持されるため、投資抑制と除却抑制が均衡

設備量

・・・・・・・・・・

αn

・
・
・

αn-Ni
年

α１

α１ αn-1 αn

αNi αn-1 αnαｋ-1 αk

・・

αn-Ni

図 2-2-2 新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の補正の考え方 
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i) 投資抑制前 

投資抑制前は、更改投資と除却が拮抗することで全体の設備量が均衡

していると仮定し、設備が一巡する期間を経済的耐用年数とする。 

 

ii) 投資抑制後（１年目）、及び 

iii）投資抑制後（ｎ年目）（投資抑制前の設備が残存している期間） 

 投資抑制後は更改投資が抑制（投資抑制率α）されるが、一定の設備

量が維持されるため、同時に同量の除却も抑制される。その結果、設備

全体の入れ替えが一巡する期間が投資抑制率αに相当する分だけ延伸す

ることになるため、これを当該年の経済的耐用年数の延伸分とする。 

 

iv）投資抑制後（ｎ年目）（投資抑制前の設備が全て除却後） 

投資抑制期間が長期化し、投資抑制前の設備が全て除却された後は、

投資抑制後の更改投資額の水準との比較によって、経済的耐用年数を推

計する。 

 

③ 結論 

 

投資抑制後ｎ年目の経済的耐用年数Ｘｎは、次のような式で表される。ただ

し、Ｘ０は投資抑制前の経済的耐用年数、αｎは投資抑制後ｎ年目の投資額と

投資抑制前の投資額の比率、Ｎiは投資抑制開始年度から、投資抑制後の各年

度の減価償却費の累計が投資抑制前の減価償却費とＸ０の積に達するまでの

期間とする。 

 

（投資抑制前の設備が全て除却されていない期間） 

∑+= nn XX α0  

（投資抑制前の設備がＮi年目で全て除却された後の期間） 

∑ ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+=

− i

i
Nn

n
Nn XX

α
α

1  

 

以上のことから、今回の見直しにより、現行の経済的耐用年数の補正を行う

ための計算方法を、以下のように変更することとする。 
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なお、この補正方法を使って、経済的耐用年数の推計を行う対象となる設備

は、第三次研究会と同様に、①デジタル交換機、②き線点遠隔収容装置、③メ

タルケーブル（架空、地下）及び④管路とする。 
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２ 交換機設備の維持延命に伴うコストの反映 

 

① 概要 

 

固定電話需要の急速な減少に伴い、ＮＴＴ東西では、交換機の投資を抑制し、

既存の設備を極力維持延命することでコスト低減を図っている現状がある。そ

の結果、設備の老朽化に伴う故障の増加及び保守物品の製造打ち切りに対処す

るため、交換機の各装置にあらかじめ保守用物品を確保して対応している。 

 

現行のモデルでは、保守用物品の製造打ち切りにより新たに発生するコスト

はＬＲＩＣモデル上で求める対象コストとなっておらず、また、毎年提案され

る入力値ではメーカー修理が考慮されていないことから、当該関連コストが遺

失されている。そのため、投資抑制の結果発生した当該遺失コストを復元する

ための検討を行った。 

 

 具体的には、メーカー修理の停止により、ＮＴＴ東西では保守用物品の確保

を行うため、現用の交換機の一部を計画的に廃棄し保守用物品に転用するとと

もに、それらを集約拠点7に保管している。また、交換機の故障に迅速に対応

するため、保守拠点においても一定量の保守用物品を確保する体制をとってお

り、そのための新たなコストが発生している（図 2-2-3 の左図）。 

                                                  
7 集約拠点は、保守用物品を集約して保管するための倉庫。 
 

図 2-2-3 メーカー修理の有無による保守体制の違い 

集約拠点における
保守用物品

メーカー保守のない現状

交換機

保守拠点における
保守用物品

故障発生

廃棄
処分

メーカー修理が確保される場合

交換機

保守拠点における
予備物品

故障発生

故障した
物品

取替

配送

取替

メーカー
修理

配送

現行モデルで
考慮されてい
ないコストの
範囲

現行モデルで
考慮されてい
ないコストの
範囲

（ＬＲＩＣの前提にそぐわない） （かつての状況で発生するコストのみ含める）

(A)

(B)

（ＬＲＩＣモデルの前提にそぐわない） 
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② 論点 

 

１）維持延命コストの直接反映の適否 

 

①の個別事業者の実態を長期増分費用モデルに直接反映することは、基本

的考え方（算定条件の中立性等）に反するため、適切ではない。他方、メー

カー修理がないという状況も特殊な事情と考えられることから、現行のモデ

ルの入力値において、保守用物品の製造打ち切り以前であれば計上されたも

のであって、現状では計上されなくなった費用の相当額を補完することは一

定の合理性があると考えられる。 

 

 そのため、交換機設備の維持延命に係るコストに関しては、(A) 加入者交換

機及び中継交換機についてのメーカー修理の費用に相当するコスト、及び (B) 

加入者交換機及び中継交換機のうちＳＬＩＣ及びＯＣＵ以外の全ての装置に

ついての最低限必要な保守物品に係るコスト（減価償却費及び点検コスト8）

を算定し、入力値に加算することで補正を行うのが適当と考えられる（図

2-2-3 の右図）。 

 

 

 

                                                  
8 各拠点における保守用物品の配備状況の管理や、故障発生時における物品取替、不具合対処を
行うため、事業者の保守要員に発生するコスト 

図 2-2-4 実際費用とＬＲＩＣモデルにおける保守用物品に関するコストの整理 

実際費用

ＴＳ ＮＴＳ
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 その際、上記(A)及び(B)のコストの発生の実態が、各事業者で異なると考え

られるため、ＷＧメンバーからの入力値の提案を受け、最も適切なものを採用

することが適当と考えられる。 

 

③ 結論 

 

 以下のコストについて、遺失費用の復元のため、ＬＲＩＣモデルのコストと

して含めることを認める。 

 

(A) 修理コスト 

ＬＲＩＣモデルにおけるＧＣ及びＩＣ各々の施設保全費の経費比率算定

時に修理コストを加算することとする。 

■ 対象となる施設保全費の項目 

・加入者交換機 施設保全費 

・中継交換機  施設保全費 

■ 修理コストの算定 

・修理コスト ＝ １件当たり修理単価 × 故障件数 

 

(B) 保守用物品の減価償却費及び点検コスト（保守拠点） 

ＬＲＩＣモデルにおけるＧＣ及びＩＣ各々のＴＳ設備に対し、保守用物品

比率を織り込むこととする。 

■ モデルへの織り込み方法 

設備量に保守用物品比率を乗じる代わりに、投資単価に当該比

率を乗じる。 

（対象となる投資単価の項目） 

・加入者交換機ユニット単価  ・中継交換機ユニット単価 

・加入者交換機 BHE 単価１  ・中継交換機 BHE 単価 

・加入者交換機 BHE 単価２  ・中継交換機 BHCA 単価 

・加入者交換機 RT 対向 1.5M パス単価 ・中継交換機 52M パス単価 

・加入者交換機中継 52M パス単価 ・中継交換機低速パス単価 

・加入者交換機 RT 対向基本部単価 

■ 比率の作成 

・保守用物品（保守拠点）比率 ＝ 

保守用物品の配備数量／現用交換機に装備する物品数量 

※ＮＴＴ東西の保守用物品比率は、全国の約７０００ビルに設置する設備に対

し、一定量の保守用物品を確保することにより、故障発生時の応急対応を自

社の保守部門で行うケースのもの。 
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３ 交換機投資単価の見直し 

 

① 概要 

 

 ＮＴＴ東西の投資抑制による発注ロットの縮小に伴うスケールデメリット

の発生のため、交換機の投資単価が上昇しているという状況がある。そのため、

ＯＣＵを除く加入者交換機及び中継交換機にかかる全ての装置の投資単価に

ついて、投資抑制期間に更改した交換機の単価上昇分を投資単価に反映させる

かどうかについて、以下の提案に基づき検討を行った。 

 

具体的には、まず、投資抑制期間に投資を行った交換機の投資単価と、投資

抑制前に投資を行った交換機の投資単価との比率を投資単価上昇率βとする。

次に、投資抑制前に投資した交換機（下図①）の投資単価を１とし、投資抑制

後に投資した交換機（下図②）の投資単価をβとする。また、更改投資を抑制

された交換機の設備量相当分は、投資抑制前に投資された交換機が維持延命さ

れて引き続き利用されているものとして取り扱う（下図③）ものとして、投資

単価を１とする。この３種類についてそれぞれの設備量で加重平均したものを

交換機全体の投資単価上昇率とし、現行の交換機投資単価に乗じることで投資

単価の補正を行う。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

更改投資抑制比率：α
投資単価上昇率 ：β
経済的耐用年数 ：Ⅹ
（投資抑制前）
投資抑制期間 ：Ｎ

Ｎ

Ⅹ
×（１－α）× β

Ｎ

Ⅹ
× α × １

Ⅹ－Ｎ

Ⅹ
× １投資抑制前の設備

投資抑制時の更改
投資分

投資抑制時の維持
延命分

：

：

：

現行モデルの投資単
価を次の乗数で補正

Ⅹ

（Ⅹ－Ｎ）＋ Ｎ ×（１－α）× β ＋（Ｎ × α）
：

①

②

③

Ⅹ

Ｎ

α

① ②、③

経過年数

投
資
額

図 2-2-5 交換機投資単価の補正方法 



 31

② 論点 

 

１）価格上昇の織り込みの是非 

 

現実のスケールデメリットによる単価の上昇をモデルに織り込むことは、

「最も低廉で最も効率的な設備と技術で新たに構築する」とは言えないため不

適当と考えられる。 

 

また、ＮＴＴ東西提案の投資単価の補正式は、投資抑制αによって単価上昇

βが生じているという前提にもかかわらず、それぞれが独立に与えられており、

投資抑制が小さいほど補正後の単価は上昇する結果となる9。さらに、本来設

備量ベースで加重平均をとるべきものが、投資額ベースでαを算定するために、

単価上昇分が二重に反映されることになることから、不適当と考えられる。 

 

③ 結論 

 

以上より、交換機の投資単価の見直しについては見送ることとする。 

 

                                                  
9 この計算方法では、例えば、ある年度において投資抑制を行わなかった場合（α＝０）であっ
ても、β＞１であれば、投資単価が極大値をとり、投資抑制比率が大きくなるほど投資単価上昇

率が下がることになるため、実態と乖離する可能性がある。 
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第３節 ＩＰ化の進展に対応した見直し 

 

１ データ系サービスとの設備共用の反映（フレッツ・スクウェア等、ビジネ

スイーサ） 

 

第三次研究会では、モデルによる電話及びＩＳＤＮの設備量算定において、

第二次モデルから考慮してきた専用線との設備共用に加え、近年、需要量の伸

びが著しいデータ系サービスとの設備共用を考慮するために必要なロジック

の追加が行われた。共用を考慮するデータ系サービスは、ＮＴＴ東西が提供す

る①ＡＴＭメガリンク、②メガデータネッツ、③フレッツ・ＡＤＳＬ及び④Ｂ

フレッツとし、共用する設備は、①加入者系線路設備、②中継伝送設備、及び

③中継系線路設備とされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-1 データ系サービスとの設備共用のイメージ図 

 

しかしながら、前回の見直し以降に新サービスが急拡大しており、フレッツ

ＡＤＳＬまたはＢフレッツからアクセスすることで利用できるサービスのう

ち、フレッツ・スクウェアのように閉域網内に設置されたサーバからコンテン

ツ等を利用するものや、従来型の専用線やＡＴＭ専用線からのシフトが進んで

いるビジネスイーサなどの新たなサービスが増加傾向にある。 

 

このため、現行のデータ系サービスの設備共用の範囲に、これらサービスを

含めるのが適当かどうかについて検討を行った。 
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 (1) フレッツ・スクウェア等の地域ＩＰ網内サービス 

 

① 概要 

 

  現行のデータ系サービスの設備共用では、フレッツＡＤＳＬ、Ｂフレッツ

のトラヒックとして、下図の（１）のように地域ＩＰ網からＩＳＰへ抜ける

トラヒックのみを集計していた。しかし、これでは下図の（２）コンテンツ

配信系サービスや、（３）グループ内通信系サービスのトラヒックが含まれて

いない。そのため、これら含まれていないサービスを設備共用の対象とする

ことが可能かどうか検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-2 地域ＩＰ網内でトラヒックが終始するサービスとその測定ポイント 

 

② 論点 

 

１）収容ルータでのトラヒック計測 

 

地域ＩＰ網内で終始するトラヒックを集計するには、収容ルータにおいて

トラヒックを計測する必要がある。ＮＴＴ東西において検討を進めた結果、

地域ＩＰ網内にトラヒックが終始するサービスについてトラヒックを計測す
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ることが、全ての収容ルータで可能となった。 

 

③ 結論 

 

本サービスについて、現行のデータ系設備共用の対象に新たに加えたとし

ても、直ちに第三次モデル（現行）に対し非効率性を助長するものと言えな

いことから、今後、以下のサービスのトラヒックを含めることとする。 

 

一般ユーザ向け 

フレッツフォン、フレッツ・コミュニケーション 

フレッツ・オフィス 

フレッツ・グループアクセス、フレッツ・アクセスポート、フレッツ・グループ 

フレッツ・スクウェア 

フレッツ・スポット 

フレッツ・セーフティ 

フレッツ・ドットネット、フレッツ・ｖ６アプリ、フレッツ・ｖ６マイディスク 

フレッツ・レスキュー 

Ｍフレッツ 

 

コンテンツプロバイダ向け 

フレッツ・アドーガ 

フレッツ・オンデマンド 

フレッツ・ドットネットＥＸ、フレッツ・ｖ６キャスト 

 

 

(2) ビジネスイーサ 

 

① 概要 

 

  ビジネスイーサは、あらかじめ契約した帯域を保証する法人向けのデータ

系サービスであるが、その特徴として、インタフェースがＴＤＭベースでは

ないことや、広帯域サービスであるといったＢフレッツとの共通点がある。

そこで、Ｂフレッツに準ずるものとして、契約帯域をそのまま入力トラヒッ

クとした上で、現行のデータ系設備共用ロジックの範囲に含めることについ

て、検討が行われた。 

 

② 論点 

 

１）ビジネスイーサのネットワーク構成上のＰＳＴＮとの類似性 
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ビジネスイーサについては、ネットワーク構成において、以下のような

特徴があり、ＰＳＴＮとは異なるものと考えられる。 

■ トラヒック特性 

    ＭＡ折り返しが大部分であること。つまり、専用線と同様の（ＲＴ－）

ＧＣ－ＩＣの階層型ネットワーク構造をとる場合が少ない。 

  ■ ハイアラーキ 

    イーサ系サービスのハイアラーキは１０Ｍ、１００Ｍ、１Ｇ、１０Ｇ

となっており、ＰＳＴＮのハイアラーキと大きく異なる。 

また、仮にイーサ系サービスの契約帯域ベースでデータ系パス数を

算定すると、実態と著しく乖離する可能性がある。 

  ■ 共用区間 

    ユーザのニーズに応じて、サービスを展開するビルを決めているため、

Ｂフレッツ展開ビルと異なるため、共用区間が異なってしまう。 

伝送路設備は共用するものの、芯線単位で電話ネットワークと分離

した構成としており、パス数単位で設備を共用している実態はほとん

どない。 

 

   以上のことから、現行のデータ系サービスの設備共用ロジックをそのま

ま適用すると、必要以上にデータ系サービスに費用が配賦される可能性が

あると考えられる。 

 

③ 結論 

 

ビジネスイーサの設備共用については、トラヒック特性、ハイアラーキ、

共用区間のいずれにおいても、ＰＳＴＮのネットワーク構成と乖離してお

り、適切な設備共用を行うには、本格的なモデル改修が必要となると考え

られる。しかし、時間的な制約もあることから、本件についてのモデル改

修は行えないため、ビジネスイーサを設備共用の対象に含めることは見送

ることとする。 
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２ データ系サービスとの設備共用の反映（ドライカッパ電話） 

 

① 概要 

 

第三次研究会では、フレッツＡＤＳＬを除くデータ系サービスについて、他

の光回線と同様のロジックで配線・き線の設備量を算出し、加入電話等の設備

との間の費用配賦を行うこととした。 

 

その後、直収電話の普及によりドライカッパが増加し、回線数が３００万を

超えるなど、設備量として無視できない状況になっている。そこで、加入者回

線の設備量算定にあたり、従来の加入電話等の設備との間で費用配賦を行うこ

とについて検討を行った。 

 

具体的には、ユニバーサルサービスの補填対象額の算定のために導入された

方法と同様に、従来の加入電話及びＩＳＤＮ の加入者回線数にドライカッパ

電話サービスの回線数を加えて加入者回線の設備量算定を行い、その上で、サ

ービス毎の回線数比において費用を配賦する方法をとりうるかどうか検討す

るものである。 

 

② 論点 

 

１）ユニバーサルサービスの補てん対象額算定方法の利用の是非 

 

ユニバーサルサービスの補てん対象額算定方法によると、算定されるドライ

カッパの設備が、本来ならば需要メッシュから局舎までメタルケーブルを用い

て敷設されるべきものが、加入電話及びＩＳＤＮと同じ設備量算定ロジックを

用いるため、途中でき線点ＲＴに収容され光化される場合がある。このため、

ドライカッパの設備としては実態が正確に反映されていないため、加入電話等

とは別のロジックを作成して精緻に算定すべきとの考え方がある。 

 

またその一方で、ユニバーサルサービスの補填対象額用のモデルとの整合性

を考慮し、ドライカッパ設備と加入電話等の設備との間の費用配賦に限定して

本方法を用いるべきとの考え方が示された。 
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③ 結論 

 

 ドライカッパ設備と加入電話等の設備との間の費用配賦に限定して、ユニバ

ーサルサービスの補てん対象額算定の方法を導入することが適当である。 
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第４節 その他の状況変化に対応した見直し 

 

１ 新規架橋の反映 

 

① 概要 

 

第三次研究会でのモデル見直し（０４年）以降の環境変化が反映されていな

いものについて、状況に変化のあった事象をモデルへ反映することについて検

討を行った。 

 

具体的には、市町村合併等に伴うＭＡ集約による交換機等の削減や、離島へ

の架橋があった場合の海底伝送路から陸上伝送路への変更等の環境変化をモ

デルに反映し、最適化を図るというものである。  

 

まず、市町村合併等に伴うＭＡ集約については、既にモデルに反映済みであ

ることが確認された。 

 

次に、離島への架橋等については、以下の３つのケースの存在が確認された。 

 

ケース１＜新規架橋＞ 〔 生月島－平戸島 〕 

・ 生月島－長崎川内 区間 （長崎支線①） 

・ 「生月大橋」の利用が可能 

・ 海底里程 ２．２km 

ケース２＜海上送電線＞ 〔 維和島－戸馳島 〕 

・ 維和－郡浦 区間 （松橋支線網④） 

・ 戸馳島－郡浦間は、「戸馳大橋」あり 

・ 維和島－戸馳島間は、海上送電線あり 

・ 海底里程 ８．５km 

ケース３＜海上送電線＞ 〔 保戸島－落ノ浦 〕 

・ 保戸島－落ノ浦 区間 （臼杵支線網④） 

・ 保戸島－落ノ浦間は、海上送電線あり（海上区間１００m以下） 

・ 海底里程 ０．３km 
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② 論点 

 

(1) ＜ケース１＞新規架橋のモデルへの反映 

 

第三次モデル（現行）において海底ケーブルとなっている区間について、

現実に当該区間に橋が存在する場合にモデルに架橋ケーブルを使用する

ように変更するかどうかは、経済比較等を踏まえて判断すべきものと考え

られる。 

 

その際、経済比較手順自体をプログラム内に盛り込むのではなく、個別

に経済比較を行った後、その結果に応じて、モデルの初期値（海底フラグ

の設定）として設定することが現実的である。 

 

(2) ＜ケース２・３＞海上送電線のモデルへの反映 

 

海上送電線の存在を理由に海底ケーブルは不要と仮定しているが、モデ

ル上、当該区間に現実的に適用できる設備構成とすることが必要との指摘

があった。 

 

③ 結論 

 

ケース１については、経済比較を行った上、海底ケーブルの方が高い場合は、

海底ケーブルフラグをはずし、第三次モデル（現行）でコストを算定すること

とする。また、ケース２・３については、海上送電線を利用した場合のコスト

を第三次モデル（現行）で適切に算定することは困難であり、採用しないこと

とする。 
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第Ⅲ章 評価と留意点 

 

第１節 算定結果とその評価 

 

１ 算定結果 

 

今回のモデルの改修による結果は、図 3-1-1 のとおりである。 

 

図 3-1-1 モデル算定結果 

 第三次モデル（現行）値 第四次モデル値 変化率（注）

トラヒック 

（通話時間：GC） 

（通話時間：ZC） 

2005 年度実績 

45 億時間 

18 億時間 

2005 年度実績 

45 億時間 

18 億時間 

 

 

 

加入者系交換機能 6,083 億円 5,878 億円 ▲3.4% 

 ＮＴＳコスト 3,136 億円 3,052 億円 ▲2.7% 

中継伝送機能 377 億円 358 億円 ▲5.0% 

中継交換機能 204 億円 185 億円 ▲9.3% 

（小 計） 6,664 億円 6,421 億円 ▲3.6% 

端末回線伝送機能 8,262 億円 7,930 億円 ▲4.0% 

（注）05 年度実績トラヒックベースでの新旧モデルの比較 

 

今回の算定にあたっては、０８年度に相当する入力値を現時点で把握可能な

データに基づき推計したため、今後の入力値の提案によって、コストが変化す

る可能性がある。 

また、トラヒックについても、現時点で入手できる最新の値である０５年度

実績トラヒックを用いたが、第Ⅰ章で示したとおり、現状、加入者交換機経由

のトラヒック及び加入電話の加入数は急激に減少している。したがって、０８

年度以降の接続料原価を算定する際に用いるトラヒック次第では、モデル算定

値が変化する可能性があることも、あわせて留意する必要がある。 

 

２ 算定結果の評価 

 

  加入者系交換機能、中継伝送機能及び中継交換機能の総コストは、今回の

モデル見直しにより約▲２４３億円（▲３．６％）の減少となった。加入者
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系交換機能のコストが約▲２０５億円（▲３．４％）減少したことによる影

響が大きく、そのうち、ＮＴＳコストは約▲８４億円（▲２．７％）という

結果となった。 

 

（１）主要なアンバンドル要素毎のコストの算定結果に対する評価 

 

① 中継交換機能 

 

【コストの主な変動要因】 

■ 経済的耐用年数の適正化（交換機ソフトウェア） 

 

交換機ソフトウェアの耐用年数が法定耐用年数（５年）から経済的耐用

年数（７．７年）に２．７年延長される結果、中継交換機能の年間コスト

は、第三次モデル（現行）と比較して約▲１９億円（▲９．３％）減少し

た。 

 

 

② 中継伝送機能 

 

【コストの主な変動要因】 

■ データ系サービスとの設備共用（フレッツ・スクウェア等） 

 

データ系サービスとの設備共用に新たにフレッツ・スクウェア等が追加

されたことにより、中継伝送機能の年間コストは約▲１９億円（▲５．０％）

の減少となった。これは、データ系サービスのトラヒックが増加したこと

でデータ系サービスへの費用配賦が増加したものと考えられる。 

 

 

③ 加入者系交換機能 

 

1) 全体 

 

【コストの主な変動要因】 

■ 経済的耐用年数の適正化（交換機ソフトウェア） 

■ 新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の補正 
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交換機ソフトウェアの耐用年数が法定耐用年数（５年）から経済的耐用

年数（７．７年）に２．７年延長されたこと、また、新規投資抑制による

加入者系交換機等の経済的耐用年数の見直しの結果、加入者系交換機能の

年間コストは約▲２０５億円（▲３．４％）の減少となった。うち、交換

機ソフトウェアの耐用年数の影響は約▲１７０億円であった。 

 

なお、加入者交換機及び遠隔収容装置（ＲＴ）のユニット数にほとんど

変化がなかったことから、経済的耐用年数の延長が年間コストの低減に寄

与しているものと考えられる。 

 

2) ＮＴＳコスト 

 

【コストの主な変動要因】 

■ 経済的耐用年数の適正化（交換機ソフトウェア） 

■ 新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の補正 

 

ＮＴＳコストについては、まず、交換機ソフトウェアの耐用年数の延長

及び加入者系交換機の経済的耐用年数の見直しによる加入者系交換機の年

間コストの減少に伴い、加入者ポートのコストが▲４．９％減少した。一

方、光ファイバの経済的耐用年数を見直したが、メタルケーブル及び光フ

ァイバの設備量はほとんど変化がなかった。この結果、伝送路コスト（き

線点遠隔収容装置から加入者交換機（ＧＣ）までの伝送路設備うち、ＲＴ

－ＧＣ間）は０．６％増加したものの、き線点遠隔収容装置のコストが▲

１．６％の減少となり、年間コストが約▲８９億円の減少となった。 

 

④  端末回線伝送機能 

 

【コストの主な変動要因】 

■ データ系サービスとの設備共用（ドライカッパ電話の追加） 

 

ドライカッパ電話との設備共用を行ったことにより、第三次モデル（現

行）と比較して、端末回線伝送機能の年間コストは約▲３３２億円（▲４．

０％）減少した。これは、ドライカッパ電話への費用配賦を行った結果、

端末回線伝送機能のコストが減少したものと考えられる。 
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（２） その他、今回のモデル見直しによるコストの算定結果の評価 

 

 ① 交換機設備の維持延命に伴うコストの反映 

   この見直しによって、中継交換機能並びに加入者交換機能の年間コスト

がそれぞれ約１億円（０．５％）並びに約１０億円（０．２％）増加した。 

 

 ② データ系サービスとの設備共用（フレッツ・スクウェア等） 

   この見直しによって、中継伝送路機能並びに加入者交換機能の年間コス

トがそれぞれ約▲１９億円（▲５．０％）並びに約▲２３億円（▲０．４％）

の減少となった。 

 

 ③ 光ファイバの耐用年数の適正化 

   この見直しによって、中継交換機能及び中継伝送機能の年間コストには

ほとんど変化がなく、加入者交換機能の年間コストは、約１５億円（０．

２％）のコストの増加となった。 
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第Ⅳ章 ＩＰ網の長期増分費用モデルについて 

 

ネットワークがＰＳＴＮからＩＰ網へと移行していく中で、ＰＳＴＮの長期

増分費用モデルをフルＩＰ網のモデルとしてそのまま適用することはできない。

そこで、フルＩＰ網の長期増分費用モデルをボトムアップ型の手法で構築し、

音声サービス相当のコストを算出するとした場合、どのような課題があるのか

について、論点の整理を行った。 

 

第１節 前提 

 

まず、ＰＳＴＮのモデル化が可能であった理由として、技術革新や技術の変

動要素が比較的少ないこと、内外の大手事業者の運用実績があること、コスト

最適技術の選択が容易であることがあげられる。これに比べて、フルＩＰ網は

現時点ではまだ発展途上であり、今後の技術革新によって、最終的にどのよう

なネットワークに進化していくのかが不明である。 

 

しかしながら、想定すべきフルＩＰ網が大規模な電気通信事業者が構築する

ものであることを考えると、「サービス毎に求められる要件」を満たす「キャリ

アグレード」の大規模フルＩＰ網と想定することができる。 

 

つまり、ＩＳＰが構築しているようなフルフラットなＩＰ網ではなく、例え

ば、音声サービス、映像伝送サービス、インターネット接続といったサービス

毎にＱｏＳ制御等が可能となるよう、ネットワーク側にインテリジェンスを持

たせた大規模ＩＰ網であると想定することができる。 
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サービス毎に要求される要件としては、信頼性、品質、接続性の３つの柱の

下、セキュリティ確保や冗長構造をどうしていくか、ＱｏＳ制御やトラヒック

コントロールをどうしていくかなど、音声サービスや映像伝送サービス等ごと

に決めていく必要がある。例えば、音声サービスについては、ＰＳＴＮレベル

の品質を確保するために要求される要件が決まったとして、さらに、ネットワ

ークに持たせる機能はどのようなものか、具体的な設備（機能の実現方式）は

何か、ネットワーク構成はどうなるのか等について決めていく必要がある。ま

た、サービス統合ネットワークであると想定されるため、その他のサービスに

ついても同様に決めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-2 サービス毎に要求される要件 

 

 

■ サービス毎に要求される要件

信頼性

品質

接続性

・セキュリティ確保（サイバーアタック対策）
・重要通信の確保（インフラ基盤の確立）
・冗長構造（バックアップ）

・トラヒックコントロール（輻輳制御）
・サービス統合網での品質確保（QoS制御）

・複数事業者及びネットワークを跨いでの通信品質確保
（遅延・ゆらぎ測定及びコントロール）

PSTNレベルの品質を確保するための、
・ネットワークに持たせる機能、
・具体的な設備（機能の実現方式）、
・ネットワーク構成
を決める必要がある。

規模

時期

PSTNPSTN
フルフルIPIP網網

？？

2010年頃？現在

○技術革新・技術の変動要素が少ない
○内外有力事業者の運用実績有り
○コスト最適技術の選択、モデル化が
可能

○現時点で発展途上のＩＰ網
○様々な技術革新の期待される
ＩＰ網のモデリング

規模

時期

PSTNPSTN
フルフルIPIP網網

？？

2010年頃？現在

○技術革新・技術の変動要素が少ない
○内外有力事業者の運用実績有り
○コスト最適技術の選択、モデル化が
可能

○現時点で発展途上のＩＰ網
○様々な技術革新の期待される
ＩＰ網のモデリング

図 4-1-1 ＰＳＴＮからフルＩＰ網への移行経路 
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このようなフルＩＰ網における音声サービスのコストを、「現在と同じ加入者

規模とトラヒックに対する処理能力を備えたネットワークを現時点で利用可能

な最も低廉で最も効率的な設備と技術で新たに構築した場合の費用額（フォワ

ードルッキングコスト）に基づいて計算する」ための課題について、以下のよ

うな論点が示された。 
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第２節 フルＩＰ網のＬＲＩＣモデル化に向けたハードル 

 

１  標準化、技術開発、設備構築 

 

現在、ＩＴＵ等において技術標準（インタフェース、機能ブロックと役割

分担等）を策定作業中であり、フェーズ２のリリースが０７年末に予定され

ている状況である。また、技術標準が決まっても、個々の装置に実装するま

でにさらに期間が必要であり、ＰＳＴＮと比較して確固たる技術標準ではな

いため、その実装方法にはバリエーションがある。 

 

こういった状況で、今後、各事業者が創意工夫を凝らして様々な技術・設

備を用いてネットワークを構築し、独自のサービスを展開することが予想さ

れることから、将来、事業者が採用する技術のバリエーションが多岐にわた

る可能性（市場動向、キャリア・通信機器ベンダーの戦略等に左右される）

もある。 

 

２  大規模なフルＩＰ網の運用実績を持つ事業者の登場 

 

ＰＳＴＮのモデル化が可能であった理由の一つに有力事業者の運用実績が

挙げられるが、現在、大規模なフルＩＰ網の運用実績のある事業者は、まだ

存在しない10。 

 

仮に、日本国内において、２０１０年時点で光３０００万加入（ＮＴＴ中

期経営戦略（０４年１１月））が実現したとしても、依然として残り半分はＰ

ＳＴＮの加入者であり、ネットワーク規模として十分かどうかは必ずしも明

らかではない。 

 

３  最も効率的なフルＩＰ網の判明 

 

最も効率的なフルＩＰ網がどのようなものか判明するまでには時間が必要

である。現在、各事業者は、ＩＰ網の構築途上であるため、各ネットワーク

に、将来実装される技術とそうでない技術が混在していると考えられ、「最も

効率的」な設備と技術が現時点で未判明であり、かつ判明する時期も不明で

                                                  
10 ＮＴＴ東西においては、06 年 12 月からフィールドトライアルが開始され、英国ＢＴでは 06 年 11 月か

ら一部地域で商用サービスが開始された段階にある。 
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ある。このため、仮にモデル化するとしても、当面は暫定的なアプローチに

なる可能性がある。 
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第３節 ＩＰ網が持つ特徴に起因する課題 

 

１  技術革新のスピード 

 

① 処理能力の向上  

収容ルータやＳＩＰサーバ等の処理能力が急速に向上することで、

設備量や網構成に大きく影響する可能性がある。 

② 信頼性の向上 

網に必要な冗長構造が変化し、全体の網構成に大きく影響する可能

性がある。 

③ 革新的な技術の登場 

例えば、光ルータが実用化すれば、電力の問題で限界に来ていたコ

アルータと代替することで、網構成に大きく影響する可能性がある。 

 

このような技術革新が今後次々に登場することが考えられ、それによって

モデルの検討から適用までの期間に、網構成が大きく異なる、より効率的な

モデルが登場する可能性を排除できない。 

 

２  トラヒック（ＩＰパケット）の問題 

 

ＩＰ網では、ＩＰパケットの経路（ルーティング）の特定ができないため、

トラヒックベースでの各設備量の算定が困難である。 

 

また、技術革新により今後新たに提供されるサービス（帯域・品質を含む）

が多様化することや、ストリーミング、ＩＰマルチキャスト、ＨＴＴＰ、Ｐ

２Ｐなどのユーザによるネットワークの利用形態のトレンド変化により、Ｉ

Ｐパケットのトラヒック分布が変動し、それにより最適な網構成が変化する

ことが考えられる。 
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第４節 ＩＰ網における音声サービスのコスティング 

 

１  音声サービスの「品質」、「信頼性」、「安全性」のためのコスト 

 

音声サービスに対する「品質」、「信頼性」、「安全性」に対する考え方が事

業者ごとに異なる。そのため、以下の考え方、規定方法について共通の理解

を得ることが必要である。   

具体的には、 

  【品 質】 適正コストを算出するためのＱｏＳ／帯域確保の在り方、他

サービスとの重畳の有無等品質面の規定 

  【信頼性】 ネットワーク設備、サーバ類について、必要とされる冗長構

成や採用する機器を判断する指標の規定 

  【安全性】 セキュリティ対策や監視に関する考え方や対策に必要とされ

る水準の規定 

が含まれる。 

 

２  音声サービスと他のサービスとのコスト配賦方法 

 

音声サービスは、ブロードバンドサービスに対応した統合ＩＰネットワー

クで提供されるサービスの一つという位置づけであり、現状においてネット

ワークの構成やその利用実態が判明しておらず、コストドライバの議論を行

うにあたっては、検討すべき課題が多い。 

 

例えば音声サービスと映像サービスでは、一つのパケットの持つ価値が大

きく異なり、またその利用態様も利用者により大きく異なる可能性が高いた

め、共用設備を単にトラヒック比のみでコスト配賦することでは、適正なコ

スティングとならないのではないかとの指摘がされている。また、音声パケ

ットとそれ以外のパケットを分けて計測するには、追加的なコストが必要に

なるといった問題も指摘されている。 
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第５節 フルＩＰ網のモデル化に関する結論 

 

フルＩＰ網のモデル化（ボトムアップ型のアプローチ）については、現時点

で可能な整理は以下とおりである。 

 

１  フルＩＰ網のＬＲＩＣモデル化に向けたハードル 

 

キャリアが提供する大規模ＩＰ網のモデル化については、ＮＧＮの技術標

準の策定が現在進行中であり、また、事業者が採用する技術のバリエーショ

ンが多岐にわたることから、現時点では時期尚早である。 

 

２  ＩＰ網が持つ特徴に起因する課題 

 

技術革新のスピードが速く、ＰＳＴＮと比較してモデルが急速に変わりや

すく、安定したコスティングが困難である。また、ＩＰ網全体として効率的

な網構成とするため、利用されるアプリケーションによってＩＰパケットの

経路は大きく変わり、ネットワークの設備構成が急速に変化しうる。 

 

３  ＩＰ網における音声サービスのコスティング 

 

現状においてネットワークの構成やその利用実態が判明しておらず、コス

トドライバの議論を行うにあたっては、検討すべき課題が多い。統合サービ

ス網であるフルＩＰ網における音声サービスの品質、信頼性、安全性につい

て共通の理解を持つことが必要であり、その際にはＰＳＴＮ及びＩＰ網のそ

れぞれが持つ特性、利点を踏まえて議論していく必要がある。 
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第６節 今後に向けて 

 

 今回の検討は、純粋に技術的な面からフルＩＰ網のモデル化に向けた論点整

理を行ったが、現時点ではモデル化の困難さが浮き彫りとなる結論となった。

重要なのは、フルＩＰ網に至るまでのＩＰ化の進展の過程において、時宜にか

なった競争政策を展開していくことである。 

 

その中で、今後のＩＰ網に関する技術の成熟度、ビジネスモデルの多様化、

地域通信市場の競争状況等を総合的に勘案し、フルＩＰ網上の音声サービスの

接続料等の在り方について検討を進めていくことが必要である。 
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